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NOV 2011 3第１１回西東京市民まつりを１１月１２日松・１３日掌に開催します。詳細は、１１月１日号と一緒に配布しているチラシをご覧ください。

市からの連絡帳
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 届出・税 

■市税、国民健康保険料（税）の
　休日納付相談窓口
　時 １１月２０日掌
午前９時～午後４時
　場 市税…納税課（田無庁舎４階）、国
民健康保険料（税）…保険年金課
（田無庁舎２階）
　内 市税、国民健康保険料（税）の納
付および相談、納付書の再発行な

ど

※窓口は田無庁舎のみです。
◆納税課 　田 （札０４２－４６０－９８３２）
◆保険年金課 　田 
（札０４２－４６０－９８２４）

■第１回不動産インターネット
　公売
　市では度重なる催告にもかかわら
ず市税などの滞納を続けている場
合、滞納者が所有する財産について
調査を行い、差し押さえなどの滞納
処分を行っています。
　今回、市が差し押さえた不動産を
インターネットにより公売（売却）
します。なお、公売による売却代金
は、滞納となっている市税などに充
当されます。
□公売参加申込期間　１１月４日晶午
後１時～１７日昭午後１１時
□入札期間　１１月２５日晶午後１時～
１２月２日晶午後１時
□その他　入札には原則どなたでも
参加できます。
　公売財産および公売手続きの詳細
は１１月１日昇から、市　HP または納税課
（田無庁舎４階）でご確認ください。
※公売は中止になることがあります
ので、最新情報は市　HP をご覧くださ
い。
◆納税課 　田 （札０４２－４６０－９８３２）

 国保・年金 

■国民健康保険と交通事故
　国民健康保険に加入している方
が、交通事故などで第三者から傷病
を受けた場合でも国民健康保険証で
医療機関を受診することができま
す。
　しかし本来はその医療費は加害者
が負担すべきであることから国民健
康保険は医療費を一時的に立て替
え、後から加害者へ請求することと
なります。
　交通事故にあったらすぐに警察に
届出をしてください。また、西東京
市の国民健康保険証で医療機関を受
診する場合は、必ず保険年金課へ届
出をしてください。
□届出に必要なもの　
①国民健康保険証　②印鑑　③交通
事故証明書（後日でも可）　④「第三
者行為による傷病届」ほか届出書一
式（保険年金課にあります。）
◆保険年金課 　田 
（札０４２－４６０－９８２１）

■社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書の発行

　国民年金保険料は、全額が確定申
告や年末調整の社会保険料控除の対
象です。
　確定申告などで社会保険料控除と
して申告をする際には、納付した国
民年金保険料を証明する書類の添付
が必要です。
　なお、家族の国民年金保険料を納
付された場合には、納付した方が社
会保険料控除として申告することが
できます。
　９月３０日晶までに納付した国民年
金保険料額を証明する控除証明書
「社会保険料（国民年金保険料）控
除証明書」が日本年金機構から１１月

上旬に送付されます。
　年末調整、確定申告の手続きに
は、この証明書と１０月１日以降に納
付した領収書が必要になりますの
で、大切に保管してください。
　問 武蔵野年金事務所
（札０４２２－５６－１４１１）
※控除証明専用ダイヤル（札０５７０－
０７０－１１７・平成２４年３月１５日まで）
◆保険年金課 　田 
（札０４２－４６０－９８２５）

 福　祉 

■音声コード普及啓発講演会
～「音声コード」をご存知ですか～
　視覚障害をお持ちの方へ、情報を
発信する方法のひとつに「音声コー
ド」があります。
　作り方や使用のルール、活用事例
などを紹介する「音声コード普及啓
発講演会」を開催します。
　時 ・　場 １１月２１日捷
①午前９時３０分～正午・保谷庁舎４
階　②午後１時３０分～４時・障害者
総合支援センター（フレンドリー）
３階
　対 市内在住・在勤・在学の方
　内 各２５人
　講 NPO法人日本視覚障がい情報普
及支援協会
　申 １１月１日昇～１６日昌に、氏名・住
所・電話番号を明記し、ファックス
または電話で申し込み。
◆障害者総合支援センター
（札０４２－４５２－００８７・胃０４２－４５２－
００７６）

■認知症サポータ養成講座
　認知症になっても安心して暮らし
続けるためには地域での見守り、ち
ょっとした手助けが必要です。まず
は、認知症とは何か、基本的なとこ
ろから学んでみませんか？
□認知症サポーターとは…
　認知症を正しく理解し、地域で生
活している認知症の方や家族を見守
り、自分でできる範囲で支援する方
のことです。認知症サポーター養成
の取り組みは全国的に展開されてい
ます。

　時 １１月２８日捷午後２時～３時３０分
　場 住吉会館ルピナス
　内 ①認知症について　②認知症サポ
ーター１００万人キャラバンについて
③認知症の方を地域で支えるために
は
　対 市内在住・在勤の方で、認知症サ
ポーター養成講座を受講したことの
ない方
　定 ５０人
※参加者にはサポーターの証である
オレンジリングを差し上げます。
　申 往復はがきに、住所・年齢・氏名・
電話番号を明記のうえ、１１月１６日昌
（必着）までに、〒２０２－８５５５市役所
高齢者支援課「認知症サポーター養
成講座」へ郵送。
※申し込み多数の場合、抽選
◆高齢者支援課 　保 
（札０４２－４３８－４０２９）

　　　　子育て 

■ファミリー・サポート・センター
～ファミリー会員登録説明会～
　地域の中で子どもを預けたい方
（ファミリー会員）、子どもを預かる
方（サポート会員）からなる会員同士
の相互援助活動を行っています。フ
ァミリー会員に登録希望の方は出席
してください（子ども同伴可）。
　時 ・　場 　※時間厳守
①１１月１２日松午前１０時～正午・田無
総合福祉センター２階
②１１月２２日昇午前１０時～正午・保谷
保健福祉総合センター６階
　持 保護者の顔写真（縦３ ㎝×横２．５
㎝）１枚、印鑑、８０円切手１枚（会
員証郵送用）
　申 ・　問 説明会前日の午後５時までに
ファミリー・サポート・センター事務
局（札０４２－４３８－４１２１）へ（先着順）。
◆子ども家庭支援センター
（札０４２－４２５－３３０３）

■ホームページ機能の一部停止
　時 １１月２３日抄　終日
□利用できないサービス
①アンケート
②パブリックコメント（市民意見
提出手続き）
③電子会議室
◆秘書広報課 　田 
（札０４２－４６０－９８０４）

■公共施設予約管理システム
サービスの一部停止

　時 １１月２３日抄　終日
□利用できないサービス
①すべてのロビー端末
②有料施設の入金
③メール配信サービス

※有料施設をご利用される方は、１１
月２２日昇までに入金をお願いしま
す。
◆情報推進課 　田 
（札０４２－４６０－９８０６）

■住民票等自動交付機の休止
　時 ・　場 
①１１月２３日抄・田無庁舎、保谷庁
舎、ひばりヶ丘駅前出張所、柳沢
公民館、芝久保公民館、保谷駅前
公民館、東伏見ふれあいプラザに
あるすべての住民票等自動交付機
②１１月２６日松・保谷庁舎の住民票
等自動交付機
□予備日　１２月４日掌
◆市民課 　田 （札０４２－４６０－９８２０）
　　　　　保 （札０４２－４３８－４０２０）

各種サービスが一時利用できませ各種サービスが一時利用できませんん
ご協力をお願いしますご協力をお願いします！！

　市役所の電気設備点検による停電に伴い、下記の日程で各種サ
ービスが停止します。ご理解とご協力をお願いします。

　１１月１４日捷から、高齢の方、障害をお持ちの方な
どを対象に、救急や災害時に必要な医療情報などを
保管する、救急医療情報キットを無料で配布します。
　請求は代理の方でも構いません。
　時 通常の開所時間帯
　場 田無庁舎（高齢者支援課、障害福祉課）保谷庁舎（高
齢者支援課、障害福祉課、危機管理室）、各福祉センターな

ど

　対 災害時要援護者登録をされている方および次の各要件①～④のいずれ
かに該当する方
□要件　①６５歳以上の高齢者、ひとり暮らしまたは高齢者のみの世帯
②要介護認定を受けている方
③身体障害、精神障害者、愛の手帳などを所持している方
④難病にかかっている方
　持 保険証（コピー可）など、本人を確認できるもの
◆危機管理室 　保 （札０４２－４３８－４０１０）・高齢者支援課 　保 （札０４２－４３８
－４０２８）・障害福祉課 　保 （札０４２－４３８－４０３３）

高齢者の方、障害をお持ちの方に
　　　救急医療情報キットを無料配布します


